
会 議 録 
 

会 議 名     平成３０年度第２回小金井市小口事業資金融資審議会 

事 務 局     市民部経済課産業振興係 

開催日時     平成３１年２月１９日（火）午後2時00分～午後4時00分 

開催場所     小金井市市民会館萌え木ホールＢ会議室 

出 

 

席  

 

者 

委 員 濱野智徳、益田あゆみ、田頭寿晃、小林功、小野克博、西田剛 

その他 なし 

事務局 
高橋啓之 経済課長     

津田理恵 産業振興係主任 

傍聴の可否 可・不可・（一部不可） 傍聴者数 ０人 

傍聴不可・一部 

不可の場合は、  

その理由 

 

会議次第 別紙のとおり 

会議結果 別紙「審議経過」のとおり 

提出資料 別紙のとおり 

その他 なし 



平成３０年度 第２回小金井市小口事業資金融資審議会 会議次第 

 

 

                   日 時：平成３１年２月１９日（火） 

                       午後２時００分～ 

                   場 所：商工会館３階 

市民会館萌え木ホールＢ会議室 

                        

 

１ 開  会 

 

２ 議  題  

 

⑴ 平成３０年度融資あっせん・実行状況について 

⑵ 今後の経営安定化緊急資金の取扱いについて 

⑶ その他 

 

 

３ 閉  会 

  配布資料 

    資料１ 平成３０年度小口事業資金融資あっせん申込・実行結果集計(月別) 

資料２ 小口事業資金に係る予算の執行状況について（平成２８年度～平成３０年度） 

資料３ 平成３０年度条例改正により新設した資金及び要件緩和を受けた申込の状況 

    資料４ 平成３１年度の経営安定化緊急資金の取扱いについて 

    資料５ ２６市緊急経済対策に当たる融資制度に関する調査結果 

    資料６ セーフティネット保証５号について 

 

  



審議経過（主な発言要旨等）          ＮＯ. １ 

 

１ 開 会 

経済課長が開会の宣言を行った。 

本日、委員６名中６名の出席を得ている。小口事業資金あっせん条例施行規則第５条に

基づき、平成３０年度第２回小金井市小口事業資金融資審議会会議が成立していることを

報告し、新委員を紹介した後、議事進行を会長にお願いした。 

 

２ 議 事 

（１） 平成３０年度融資あっせん・実行状況について 

事務局： 資料１をもとに、平成３１年１月３１日現在の平成３０年度の申込状況につい

て資金種別、業種別、経営組織別等の件数と実行件数の報告を行い、資料２をも

とに予算の執行状況について説明を行った。次に資料３をもとに平成３０年度条

例改正により新設した資金及び要件緩和を受けた申込の状況を説明した。 

 

      質疑応答は以下の通り。 

 

委 員： 借換資金の申込状況について、前回の審議会では金融機関での取扱いが順調に

増えているとのことであったが、その後の感触としてはいかがか。 

委 員： 要件緩和について反応は多い。月々の返済額が増やさずに追加の融資を借り入

れられることで、興味を持つ事業者は多いと思う。保証料の補助がないことを気

にされる方も中にはいると感じる。 

委 員： 借換資金を新設したことについて広報はどのようにされているか。 

事務局： ホームページ及び市報に掲載したり、来庁者に窓口でお知らせしている。なお、

パンフレットは今年度更新し、わかりやすく改良したが、冒頭に借換資金新設の

旨を掲載した。また、東小金井事業創造センターで開催される事業者向けセミナ

ーや、商店会の説明会等でも説明している。 

委 員： 商工会で実施しているマルケイ融資と併せて周知していきたい。借換資金の申

込件数は伸びているのでよい傾向だと思う。 

会 長： 設備資金にかかる借換資金は申し込みがない状況であるが、設備は借換になじ

みづらいというのがあるかなと思う。今後、設備資金の既存融資がある事業者か

ら 借換で はない 設備 資金の 申込が あっ たら理 由を聞 くと よい。

  



審議経過（主な発言要旨等）          ＮＯ. ２ 

 

委 員： １２月の否決となった案件の理由を教えてほしい。 

事務局： 全４件のうち、２件は返済能力不足で２件は保証条件に合わないとの回答を得

ている。（後日確認したところ１２月の否決の理由は保証条件に合わないであっ

た。） 

委 員： 申込から実行までどのくらいの期間か。その期間を申込の際に事業者に伝えて

いるか。 

事務局： だいたい１ヶ月と1週間くらいと事業者に伝えている。 

委 員： 資料１を見てみると数ヶ月前に申込のあったものでも未回答となっている案件

もあるようだが、なぜか。また、年度をまたいでしまう場合はどうなるのか。 

事務局： 金融機関から事業者に書類を求めているがその対応がなされていない等と聞 

いている。年度はまたがないように対応を求める。 

会 長： どの日を基準に予算執行年度がわかれるのか。 

事務局： 融資実行日を基準に利子補給、保証料の補助を行っている。 

会 長： 一定期間実行されなかったら否決となる等のルールがあるとよい。 

委 員： あっせん票には有効期間がないということか。 

事務局： 現状は設定していない。 

委 員： 書類不備で審査が止まることはよくあると思うが、例えば緊急資金であれば直

近３ヶ月の売上状況を確認しているが、あっせん票を発行した後に時間が経過す

ると、状況が変わってきてしまう。 

委 員： あっせん票の有効期間を設定するとよい。市でも一定の審査を行っており、審

査したときと状況が変わってしまうとよくない。未回答は放置するわけにはいか

ないと思う。検討課題としたい。 

  事務局： 検討する。 

 

（２） 今後の経営安定化緊急資金の取扱いについて 

事務局： 資料４をもとに、経営安定化緊急資金融資あっせん制度について説明。制度の

１年間延長を検討したい旨の提案を行った。次に資料５をもとに、多摩地域２６

市を対象とした経営経済対策に当たる融資制度についての調査結果について説

明し、今後の取扱いについて事務局で検討したいため、委員から意見を伺いたい

旨を説明した。 

 

      質疑応答は以下の通り。 

   



審議経過（主な発言要旨等）          ＮＯ. ３ 

 

会 長： 経営安定化緊急資金融資あっせん制度について、１年間延長することについて

はご異議なしか。 

（一同うなずく。） 

会 長： その上で、今後の取扱いについての意見はいかがか。 

事務局： 半分以上は金融機関を通した申請である。 

委 員： 平成３０年度の申込状況によると、少なくとも現在実行済みの４件は満額を利

用している。もし上限額が上がっても、その上限額満額を使いたいという需要は

潜在的にあると思う。枠を広げ、要件を緩和し借りやすい方向にしてほしい。自

前の資金で細々と運営する事業者が多いようである。新規創業者への支援も併せ、

緊急融資を拡充するかたちにし、市内の事業者の集積を市が複合的に先導してい

ってほしい。商店が少なくなってきているが、小さな商店が生き残るための方策

が一つでもあればよいと思う。 

事務局： 真に必要な事業者のために制度を残していきたいという思いはあるので、半分

の市が廃止しているから当市も廃止するという考えには至っていない。枠を広げ

るには予算が必要となるため難しいところもあり、予算の範囲で使いやすくでき

る工夫を考えたい。 

委 員： 減少率３％は他市と比較すると有利である。３％だと、緊急を要するという状

況には至らないのかなというところもある。今年度申込された事業者以外にも、

この要件に合致する事業者はいると思う。今後の取扱いとしては、３年だと月々

の返済額は高くなるので、償還期間を延ばしたり、金額を増やしたりすると利用

者数が増えるのではないかと思う。 

 

（３） その他 

  セーフティネット保証５号について 

事務局： 資料６をもとにセーフティネット保証５号の概要及び小金井市における平成

３０年度（平成３０年１月３１日現在）の認定申請件数について報告を行った。 

 

質疑応答は以下の通り。 

 

委 員： 保証割合が変わったことにより、金融機関の負担が発生するために、借り入

れはしにくくなるか以前伺ったところ、そうではないとのことであったが、現

状はいかがか。  



審議経過（主な発言要旨等）          ＮＯ. ４ 

 

委 員： 以前の回答と同様になるが審査にはあまり関係ない。 

委 員： この認定制度は保証協会の制度を申し込むための要件となっている。平成２

０年度にリーマンショックがあり、その対応策として条件が有利な制度があっ

たため、その頃の申請件数が多くなっているが、現在は事業者にとって有利な

商品が少ないのかなと推測できる。 

 

３ 閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


























